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※前回専門委員会の資料４より抜粋 

前回専門委員会における類型指定（案） 
 

1．燧灘北西部 

 
図 1.1  燧灘北西部における水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域

部分的に水
深 30m以深と
なるため、ま
とめて特別
域に設定 

地形条件から想定される主要魚介類の産卵場・生育場 

参考資料-２ 
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図 1.2(1)  図 1.1の水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域を特別域とした図 
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図 1.2(2)  燧灘北西部における海域生物Ａ、海域生物特Ａ類型の類型指定（案）
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2．広島湾西部 

 

図 2.1  広島湾西部における水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域 

 藻場・干潟が沿岸部に
まばらに分布し、特別
域が飛び地となるた
め、まとめて設定 

部分的に水
深 30m以深と
なるため、ま
とめて特別
域に設定 

地形条件から想定される主要魚介類の産卵場・生育場 
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図 2.2(1)  図 2.1の水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域を特別域とした図 



6 

 

 

 

図 2.2(2)  広島湾西部における海域生物Ａ、海域生物特Ａ類型の類型指定（案） 



7 

 

3．響灘及び周防灘 

 

図 3.1  響灘及び周防灘における水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域

 藻場・干潟が沿岸部に
まばらに分布し、特別
域が飛び地となるた
め、まとめて設定 

部分的に水
深 30m以深と
なるため、ま
とめて特別
域に設定 

地形条件から想定される主要魚介類の産卵場・生育場 
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図 3.2(1)  図 3.1の水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として好適な水域を特別域とした図 
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図 3.2(2)  響灘及び周防灘における海域生物Ａ、海域生物特Ａ類型の類型指定（案） 


